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の処理及び清掃に関する法律第 14条第 1項の許可を受けた者であることを証する。
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許可番号

住

　

氏

極竪墾庫  服部 誠太

月 日   令和  6 年
―

詢

廃棄物

所

名 株式会社紙資源   こ
代表取締役 大津 正樹

福岡市東区箱崎ふ頭囀 1番百〒号

1 書 の範囲 (取 扱 9り 産業廃棄物の種類 幸 廃棄物 石綿含有産業廃棄物 水銀婁用

潮 る

製麗垂業廃

か明は水銀含有ば ん等が含 塘 の 日 を含む。 及び積替え又は腰
~― g9

ヤ じ

カ す る と

積替え、保管を含まない。

廃プラスチツク類、金属くず、ガラスぐず等 (以上 3品 目については、自動車等破砕物考除 く。)、 燃え

殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、 くず、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい、が

れき類、ばいじん (廃プラスチック類、紙く くず、ガラスくず等、がれき類については、

石綿含有産業廃棄物を含む。)(汚泥、

くず等につ上`ては、水銀使用製品産業廃

り、廃プラスチック類、金属くず、ガラス

汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ば

いじんにつ手羊ては、水銀含有

2.積替た死蔵毒彗を行 う え又は保管を行 う

葵塞乗理の種類 (当 又は水銀含有
―ことができ呑蓬基素等萎会雲れる場合は、

3 震巧の条件

許可の更新又は変更の状況

平成 14年 5月 28日

平成 16年 6月 16日
物性残さ

―
加

平成 16年  6月 23日 変 レカリ、鉱さい、ばいじん)の
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追加

平成21年_6月 16日

平成26年  6月 16日

平成2-月  9日

奪罰 [義年

年

亨 年

以輩余白

更新許可

更新許可        ≦蒙千≡

変更届出により取扱品目 (宋:艮使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじ

一一一 の明記

6月 16日
6月 16日
2月 21日 りよこ

可

可

出

許
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届

新
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こおいては、藉峯顔竃理型輩筆号を訪 ること。)

許口「整 σ7710061942
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無○
る場鶏朝

有 ①

(裏面)

9条の 2第 8項の規定によ蕗塾墾垂の提出の有無

翻 市

5.犠琴薙許可の有無

斡 可を有してい

以蓬余白

備考

市長が交付する許可証については、積替え許可の有無の記載は不要とすること。
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※更新手続については、有効期間満了日の60日 前までに必ず管轄の南筑後保健福祉環境事務所で行つてください。
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